
自転車の安全で適正な利用の促進について

～ 自転車に乗るときはヘルメットをかぶろう ～
「自転車とヘルメットはワンセット」を合言葉

に、自転車を利用する際は、頭部保護に効果のあ
るヘルメットを必ず着用し、自分の命を守りまし
ょう。

～ 命を守る反射材について ～
自転車に反射シールや反射材用品を付けること

は交通事故防止に非常に有効です。
また、自分自身も靴に反射シールを貼り付けた

り、反射タスキ等の反射材用品を身に着けたりす
るなど目立つように心掛け、周りの人や車に自分
の存在を知らせましょう。

【交通反則通告制度（青切符）導入！！】
令和８年４月１日から自転車の交通違反に交通反則通告制度（青切

符）が導入されました。
自転車安全利用五則等を遵守し、安全で適正な利用をしましょう。
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